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財産形成住宅預金 

(平成２３年４月１日現在) 
＊特色、重要事項、その他 

１．主要事項 

 (1) お勤めの方にご利用いただけるマイホーム資金づくりのための預金です。現在のお勤め先 

  が財形制度を導入されている場合にご利用いただけます。 

 (2) ５年以上の期間にわたって、年１回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引きし 

  て預け入れします。        
 (3) 期日指定定期預金としてお預かりします。 

 (4) 租税特別措置法第４条の２第１項「勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税」の適 

   用をうけることができます。財産形成住宅預金と財産形成年金預金をあわせて非課税枠の 

   合計が５５０万円までの利息は非課税扱いとなります。お引き出しは自己の住宅取得や増 

   改築費用に限られます。お引き出しの理由・時期等により支払済の利息について５年間に  
     わたり税額追徴されることがあります。（商品概要「１１．その他参考となる事項」参照） 

 (5) お利息は 1年複利での期日指定定期預金になります。 

２．満期日前に解約の場合、中途解約利率が適用になります。 

  （商品概要「10．中途解約時の取扱い」参照…解約制限） 

  また、満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。

    （商品概要「１1．その他参考となる事項」参照） 

３．預金保険制度の対象となります。万一金融機関が破綻した場合、決済用預金を除く当行預入 

  の他の保護対象預金と合算して、１金融機関につき、預金者１人あたり、元本合計1,000 
  万円までとその利息等が保護されます。（くわしくは窓口までお問い合わせください。） 

４．取扱い規定…「共通規定」「財産形成住宅預金規定」を適用します。 

＊商品概要 

１．商品名 

 （愛称） 

・財産形成住宅預金 

   愛称：財形住宅預金 

２．ご利用いただける方 ・個人 

３．預入期間 ・５年以上で預入期間の制限はありません。 

４．預入方法 

（１）預入方法 

（２）預入金額 

（３）預入単位 

 

・年１回以上定期的に、事業主が給与天引きにより預入 

・一回当たり 100 円以上 

・100 円単位 

５．払戻方法 ・持家としての住宅を取得するための対価に当てるときに払い戻します。 

・払い戻しの場合、所定の書類を提出していただきます。 

・この預金の一部を持ち家として住宅を取得するための頭金に当てるとき 

 は、残高の９０％を限度として一回に限り払い戻します。この場合一部 

 払い戻し後２年以内かつ住宅取得から１年以内に残額の払い戻しをする 

 ものとします。 

６．利息 

（１）適用利率 

（２）利払頻度 

（３）計算方法 

 

・預入時における当行所定の利率を適用します。 

・預入元本の払い戻しの都度支払います。 

・期日指定定期預金の計算方法を適用します。 

７．手数料  不要です。  

８．税区分 ・マル財ご利用の場合は財産形成年金預金とあわせて非課税枠の合計が５  
 ５０万円以内は利息が非課税扱いとなります。 
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  非課税とならない場合は分離課税となります。 

  （国税１５％および地方税５％、合計２０％） 

９．付加できる特約 

  事項 

 マル財の取扱いができます。ただし、財産形成年金預金とあわせて非課 

  税枠の合計が５５０万円以内です。 

１０．中途解約時の  
      取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

・満期日前に解約する場合は以下の中途解約利率(小数点以下第 4 位以 

 下切捨て)により計算(1 年毎の複利計算)した利息とともに払い戻しま 

 す。なお､この利率が､解約日における普通預金の利率を下回る場合は  

 解約日における普通預金の利率を適用します。 

    A.  6 か月未満              解約日における普通預金の利率   
    B.  6 か月以上  1 年未満        2年以上利率 × 40 %  
    C.  1 年以上  1 年 6 か月未満   2年以上利率 × 50 % 

    D.  1 年 6 か月以上  2 年未満   2年以上利率 × 60 %  
    E.  2 年以上  2 年 6 か月未満   2年以上利率 × 70 % 
    F.  2 年 6 か月以上  3 年未満    2年以上利率 × 90 % 

１１．その他参考と 

      なる事項 

・満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率によ  

 り計算します。  
・転職、転勤、出向等により預入ができなくなった場合、所定の手続きに  

  より新たな金融機関において引き続き預入することができます。 

 ただし、新たな勤務先が財形制度を導入している必要があります。 

・非課税扱いの利息について、後記に該当したときは、その事実の生じた  

  日以降支払われる利息については、非課税の適用は受けられません。 

  また、すでに支払済の利息についても５年間（預入開始日から５年未満  

  の場合は預入開始日まで）にわたり遡って２０％により計算した税額を  

  追徴します。 

 (1) 前記「５．払戻方法」によらない払い戻しがあった場合。 

 (2) 前記「５．払戻方法」による一部払い戻し後２年以内に残額を払い 
   戻さなかった場合。 

 (3) 前記「５．払戻方法」による一部払い戻し後２年以内で住宅取得日 
   から１年を経過して残額の払い戻しがあった場合。 

   ただし、預金者の死亡、重度障害による払い戻しの場合を除きます。 

１２．当行のお問い合

      わせ、ご相談、
      要望・苦情の 
      受付窓口 

徳島銀行お客さま相談室 

フリーダイヤル：0120-87-1090 

受付時間：平日(銀行営業日)9時～17時 

１３．一般社団法人  
     全国銀行協会の  
     苦情対応および  
     紛争解決の 
      受付窓口 

一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室 

電話番号：0570-017109 または 03-5252-3772 

受付時間：平日(銀行営業日)9時～17時 

 


